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特定開発者の募集に係る実施要項 

 

 

 鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）第３８条第１項の規定に基づき令和６ 

年３月１９日付け府経環資第３４号をもって指定した特定区域について、同条

第３項の規定に基づき下記のとおり特定開発者の募集に係る実施要項を定める。 

 

記 

 

１．特定区域の所在地 

陸域：沖縄県糸満市 

 

２．特定区域の面積 

  ７，４９４アール 

 

３．設定する鉱業権の種類及びその目的とする特定鉱物の名称 

（１）設定する鉱業権の種類 

   試掘権 

 

（２）目的とする特定鉱物の名称 

   可燃性天然ガス 

 

４．特定開発者の募集を開始する日及び募集の期間 

（１）特定開発者の募集を開始する日 

   令和６年３月１９日 



 

（２）募集の期間 

   令和６年９月１９日まで 

 

５．特定鉱物の掘採計画を定めるべき期間 

  ４年 

 

６．特定開発者を選定するための評価の基準 

（１）特定鉱物の合理的な開発 

①鉱床の完全な開発を目指す計画であるか。 

②経済的な開発を行う計画であるか。 

 

（２）公共の利益の増進 

①我が国における特定鉱物の安定供給に資する計画であるか。 

②鉱害の防止や環境への配慮について考慮された計画であるか。 

 

７．その他 

（１）申請書類 

  ①特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請書（鉱業法施行規則（昭和２

６年通商産業省令第２号）様式第１３の１） 

  ②事業計画書（同様式第１３の２） 

  ③区域図（同様式第２６） 

  ※それぞれ原則としてＡ４版にて、①及び②については各１部、③につい

ては４部を片面印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則と

してＡ３判にて申請書類の中に折り込むこと。 

※上記提出物について、可能な限り電子媒体でも提出すること。その際のフ

ァイル形式は、原則として、一太郎、MS-Word、MS-PowerPoint、MS-Excel

又は PDF形式とすること（これに拠りがたい場合は、沖縄総合事務局まで

申し出ること。）。 

※申請書には、所定の手数料に相当する額の収入印紙を貼ること(その収入

印紙には、消印をしないこと。)。  

※自己の試掘鉱区と重複してその目的となっている鉱物と同種の鉱床中に

存する鉱物を目的とする採掘権の設定の申請をする場合には、「4 試掘権

の登録番号」を記載し、納税証明書又は現に鉱区税を滞納していることが

天災その他のやむを得ない事由によるものであることを証する書面を添

えること。 



※自己の試(採)掘出願地と重複してその目的となっている鉱物と同種の鉱

床中に存する鉱物を目的とする採(試)掘権の設定の出願をする場合には、

「4 もとの試(採)掘出願番号」を記載すること。 

※申請者に対し、鉱業法第３９条第４項に規定により準用する同法第２６条

の規定に基づき、事業の設備に関する設計書の提出を命ずる場合がある。 

※２人以上による共同申請の場合、うち１人を代表者と定め、その旨の届出

書を添付すること。 

 

（２）添付書類 

①戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は日本国民若しくは

日本国法人であることを証する書面  

②事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金

の調達方法を確認すべき書類 

③出願人が法人である場合にあっては、直前３年の各事業年度の貸借対照表

及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書 

④主たる技術者の履歴書 

⑤鉱物の掘採に係る体制を記載した書面 

⑥法第２９条第１項第３号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓

約する書面 

⑦鉱害賠償が生じた場合に備えた支払い能力を証する書面その他経理的基

礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類 

  ※各１部提出すること。 

 

（３）申請書類の提出方法及び提出先 

①提出方法：郵送 

②提出先：内閣府沖縄総合事務局経済産業部環境資源課 

住所：〒９００－０００６ 

沖縄県那覇市おもろまち二丁目１番１号 

那覇第２地方合同庁舎２号館９階 

電話番号 ：０９８－８６６－１７５７ 

担当：上原、石川 

 

（４）その他留意事項 

  ①ＦＡＸによる提出は受け付けない。申請書に不備がある場合は不受理と

する。 

  ②募集の期間を過ぎての提出は受け付けない。配達の都合で期間内に届か



ない場合があるため、期限に余裕をもって送付すること。 

  ③提出された申請書類は特定開発者の選定に関する審査以外の目的には使

用せず、機密保持には十分配慮して取扱う。ただし、「行政機関の保有す

る情報の公開に関する法律」（平成１１年法律第４２号）に基づき、不開

示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報

公開の対象となるため了承の上で申請すること。 

④不受理の場合を除き申請書類は返却しない。 

    ⑤必要に応じて、用語解説などを添付すること。 

    ⑥申請者は申請の際、申請内容についてより具体的・客観的な詳細説明を

行うための資料を、添付資料として申請書に含めることができる(その際、

申請書本文と添付資料の対応が取れるようにする。)。 

⑦沖縄総合事務局から連絡が取れるよう、申請書には連絡先（電話番号及び

電子メールアドレス）を明記すること。 

⑧提出物を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、別紙の質

問状に必要事項を記載の上、沖縄総合事務局経済産業部環境資源課宛てに

提出すること。なお、回答に１～２週間程度要する場合があるので、十分

に余裕をもって提出すること。 

⑨上記の申請書構成、様式及び留意事項に従った申請書ではないと沖縄総合

事務局が判断した場合は、申請書の評価を行わないことがある。また、補

足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 

 

  



（別紙） 

質問状 

 

氏名又は名称  

住所  

電話番号  ＦＡＸ番号  

質問者  

質問に関連する文書名及び頁 

 

質問内容 

 

 


